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１ ポイント 
 

○ 令和元年度における普通会計決算 

・ 政令市を除く 58 市町村の歳入･歳出総額は、ともに平成 29 年度以降３年連

続で増加し、過去最大。 

・ 経常収支比率は、平成 28 年度以降４年連続の上昇。 

依然として財政構造は硬直化が進んでいる。 
 
○ 「地方公共団体財政健全化法」に基づく健全化判断比率 

  ・ 早期健全化基準・財政再生基準以上となる市町村はない。 
 
○ 「地方公共団体財政健全化法」に基づく地方公営企業の資金不足比率 

  ・ 資金不足額を生じたのは、中間市、小竹町及び糸田町の病院事業並びに篠栗

町の宅地造成事業。 

・ 経営健全化基準以上の事業はない。 

 

 
２ 令和元年度普通会計決算の状況                     

（単位：百万円、％） 

区  分 歳入総額 増減率 歳出総額 増減率 
経常収支 

比率 

政令市を除く

市町村計 

1,202,408 
(1,173,729) 

2.4 
(1.8) 

1,167,648 
(1,138,968) 

2.5 
(2.0) 

93.2 
(93.0) 

(参考) 

政令市 
1,437,009 
(1,410,982) 

1.8 
(△0.9) 

1,418,772 
(1,392,686) 

1.9 
(△1.0) 

96.3 
(95.9) 

計 
2,639,417 
(2,584,711) 

2.1 
(0.3) 

2,586,420 
(2,531,654) 

2.2 
(0.3) 

93.3 
(93.1) 

（ ）内の数値は、平成 30 年度普通会計決算の数値 

 

【歳入】 

・ 国庫支出金、県支出金及び地方債の増加 

・ ふるさと納税による寄附金、分担金及び負担金の減少 

・ これらの結果、歳入全体としては増加 

 

【歳出】 

・ 義務的経費は、幼児教育・保育の無償化等による扶助費の増、公債費の増に

より増加 

・ 投資的経費は、学校空調設備整備事業等の実施による普通建設事業費の増に

より増加 

・ これらの結果、歳出全体としては増加 

令和元年度福岡県市町村普通会計決算 

及び健全化判断比率等の概要（速報） 

（政令市以外の県内５８市町村） 
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【経常収支比率】 

・ 県平均（単純平均）は、0.2 ポイント増の 93.2％ 

・ 100％以上の団体は１団体（前年度１団体） 

                                 （単位：％） 

団体名 経常収支比率 摘要 

田川市 101.3 
幼児教育・保育無償化の前倒し実施等

に伴う扶助費の増 

 

 

３ 健全化判断比率等の状況 
 

○ 実質赤字比率  

・ 実質赤字額が生じた市町村はない。 
 
○ 連結実質赤字比率 

・ 連結実質赤字額が生じた市町村はない。 
 
○ 実質公債費比率 

・ 実質公債費比率(単純平均)は、前年度から 0.1 ポイント減の 6.4％で、全体

としては改善。 

・ 地方債の発行に際して許可が必要となる 18％以上となった市町村はない。 

※ 実質公債費比率の早期健全化基準は 25％、財政再生基準は 35％。 
 
○ 将来負担比率 

・ 将来負担比率(単純平均)は、前年度から 1.2 ポイント増の 20.0％で、全体と

しては悪化。 

※ 将来負担比率の早期健全化基準は 350％。 
 
○ 資金不足比率 

・ 地方公営企業に係る資金不足額が生じた事業は、前年度から２事業増の４事

業で、中間市、小竹町及び糸田町の病院事業並びに篠栗町の宅地造成事業。 

・ 病院事業については、医師不足に伴う患者数の減少等によって収支が悪化し

たことが主な要因。 

・ 篠栗町の宅地造成事業については、造成工事の完了が遅れたことに伴い、進

出企業からの売払収入が年度を越えることとなったため、一時的に資金不足額

が生じたもの。 

                                                        (単位：百万円、％) 

 

 

 

 

団体名 事業名 資金不足額 資金不足比率 経営健全化基準 

中間市 病院 275.4 16.2 

20.0 
篠栗町 宅地造成 136.0 14.2 
小竹町 病院  79.9 18.0 
糸田町 病院  19.8  3.1 
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令和元年度県内市町村普通会計決算及び健全化判断比率の概要（速報） 

（政令市を除く 58 市町村の状況） 

 

 

１ 決算収支状況 

（１）県内市町村（政令市を除く 58 市町村）の令和元年度普通会計決算は、歳入総

額が１兆 2,024 億円、歳出総額が１兆 1,676 億円となり、前年度と比較して、歳

入が＋287 億円（＋2.4％）、歳出が＋287 億円（＋2.5％）増加した。 

歳入の増加については、国庫支出金、県支出金、地方債等が増加したこと、歳

出の増加については、扶助費、普通建設事業費、補助費等等が増加したことが主

な原因となっている。  

 

（２）歳入歳出差引額（形式収支）は、348 億円の黒字となった。 

 

（３）上記の形式収支から、明許繰越等のため翌年度に繰り越すべき財源を控除した 

実質収支は、255 億円の黒字となった。なお、実質収支が赤字の市町村はない。 

 

   

表１　決算収支の状況
（単位：百万円、％）

区　　分

A B C=A-B C/B*100

歳入決算額

歳出決算額

歳入歳出差引額

翌年度繰越財源

実質収支

※　単位が百万円の表については、千円単位の数値を基礎としているため、表内の計が合わない

　場合がある。（以下、各表について同じ。）

▲ 131

1,173,729

平成30年度令和元年度 増　減　額 増　減　率

34,760

1,138,9681,167,648

28,679

28,680

▲ 1

1309,1449,274

25,486

1,202,408

▲ 0.525,617

2.4

2.5

0.0

1.4

34,761

1



 

２ 歳入の状況 

令和元年度の歳入総額は 1兆 2,024 億円で、寄附金（▲74 億円、▲23.7％）、分担金及

び負担金（▲26 億円、▲16.3％）、各種交付金（▲24 億円、▲4.8％）等が減少したものの、

国庫支出金（＋159 億円、＋8.3％）、県支出金（＋83 億円、＋9.5％）、地方債（＋64 億円、

＋6.4％）等が増加したことにより、前年度（１兆 1,737 億円）と比較して＋287 億円（＋

2.4％）増加した。 

なお、使途が特定されず、どの経費にも自由に充てることができる一般財源は、前年度

と比較して 51 億円（＋0.8％）増加したが、歳入全体に占める構成比は 51.7％と、前年度

の 52.5％から 0.8 ポイント低下した。 

表２　　歳入の状況

増減額 増減率

  構成比   構成比   

地　方　税 312,057 26.0 307,231 26.2 4,826 1.6

各種交付金 48,724 4.0 51,155 4.4 ▲ 2,432 ▲ 4.8

うち地方消費税交付金 43,888 3.6 44,936 3.8 ▲ 1,048 ▲ 2.3

地方特例交付金 5,819 0.5 1,950 0.2 3,869 198.4

地方交付税 245,277 20.4 246,603 21.0 ▲ 1,326 ▲ 0.5

国庫支出金 206,720 17.2 190,831 16.2 15,889 8.3

県支出金 94,962 7.9 86,692 7.4 8,270 9.5

繰　入　金 47,268 3.9 44,596 3.8 2,672 6.0

地　方　債 106,857 8.9 100,430 8.5 6,426 6.4

うち臨時財政対策債 28,325 2.4 34,222 2.9 ▲ 5,897 ▲ 17.2

その他 134,721 11.2 144,241 12.3 ▲ 9,520 ▲ 6.6

うち地方譲与税 9,283 0.8 9,098 0.8 185 2.0

うち分担金及び負担金 13,396 1.1 16,000 1.4 ▲ 2,603 ▲ 16.3

うち寄附金 23,912 2.0 31,319 2.7 ▲ 7,407 ▲ 23.7

 歳　入　合　計 1,202,408 100.0 1,173,729 100.0 28,679 2.4

　 うち一般財源 621,160 51.7 616,038 52.5 5,122 0.8

※数値は端数調整を行っているため、表内の計が合わない場合がある。

     (単位：百万円、％）

区　　　　     分 令和元年度 平成３０年度

 

歳入の状況

歳入総額

１兆2,024億円

地方税

3,121億円

（26.0％）

各種交付金

487億円

（4.0％）

地方特例交付金

58億円

(0.5％）

地方交付税

2,453億円

（20.4％）

県支出金

950億円

（7.9％）

繰入金

473億円

（3.9％）

地方債

1,069億円

（8.9％）

その他

1,347億円

（11.2％）

うち一般財源

6,212億円

（51.7％）

国庫支出金

2,067億円

（17.2％）
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  主な歳入の状況は次のとおり。 

 

（１）地方税は、固定資産税が＋34 億円（＋2.5％）、市町村民税が＋８億円（＋0.6％）、

市町村たばこ税が＋３億円（＋1.6％）の増となったこと等により、前年度と比

較して＋48 億円（＋1.6％）増加した。 

   固定資産税の主な増は、家屋の増＋18 億円（＋2.9％）、償却資産の増＋15 億

円（＋5.9％）。 

   市町村民税の主な増減は、所得割の増＋15 億円（＋1.3％）、法人均等割の増 

＋２億円（＋2.9％）、法人税割の減▲10 億円（▲5.7％）。 

 

（２）地方消費税交付金は、11 月末日が土曜日であったため、地方消費税の納期限が

延長されたことにより、前年度と比較して▲10 億円（▲2.3％）減少した。 

 

（３）地方交付税は、普通交付税が＋９億円（＋0.4％）の増となる一方で、特別交

付税が▲22 億円（▲6.3％）の減となったことにより、前年度と比較して▲13 億

円（▲0.5％）減少した。 

 

（４）国庫支出金は、児童保護費等負担金が＋53 億円（＋19.9％）、普通建設事業費

支出金が＋40 億円（＋35.6％）の増となったこと等により、前年度と比較して＋

159 億円（＋8.3％）増加した。 

 

（５）繰入金は、財政調整基金からの繰入金が▲23 億円（▲13.2％）の減となる一方

で、減債基金からの繰入金が＋10 億円（＋26.3％）、その他特定目的基金からの

繰入金が＋24 億円（＋10.3％）の増となったこと等により、前年度と比較して＋

27 億円（＋6.0％）増加した。 

   

（６）地方債は、臨時財政対策債が▲59 億円（▲17.2％）の減となる一方で、過疎対

策事業債が＋30億円（＋21.7％）、旧市町村合併特例事業債が＋27億円（＋25.3％）

の増となったこと等により、前年度と比較して＋64 億円（＋6.4％）増加した。 

 

（７）寄附金は、ふるさと納税が▲92 億円（▲30.0％）の減となったこと等により、

前年度と比較して▲74 億円（▲23.7％）減少した。 
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３ 歳出の状況 

令和元年度の歳出決算額は１兆 1,676 億円で、積立金（▲15 億円、▲3.6％）、  

繰出金（▲13 億円、▲1.1％）等が減少した一方で、扶助費（＋145 億円、＋5.1％）、

普通建設事業費（＋120 億円、＋8.8％）、補助費等（＋44 億円、＋3.7％）等が増

加したことにより、前年度（１兆 1,390 億円）と比較して＋287 億円（＋2.5％）増

加した。 

表３　　歳出の状況

増減額 増減率

  構成比   構成比   

義務的経費 550,636 47.2 535,421 47.0 15,214 2.8

　人　件　費 147,356 12.6 147,617 13.0 ▲ 261 ▲ 0.2

　扶　助　費 299,152 25.6 284,689 25.0 14,463 5.1

　公　債　費 104,127 8.9 103,115 9.0 1,012 1.0

投資的経費 167,124 14.3 154,950 13.6 12,175 7.9

　普通建設事業費 148,862 12.7 136,827 12.0 12,035 8.8

うち補助事業費 67,382 5.8 58,185 5.1 9,197 15.8

うち単独事業費 75,789 6.5 72,376 6.4 3,413 4.7

うち県営事業負担金 5,595 0.5 6,106 0.5 ▲ 511 ▲ 8.4

　災害復旧事業費 18,262 1.6 18,123 1.6 139 0.8

その他の経費 449,889 38.5 448,598 39.4 1,291 0.3

うち物件費 157,948 13.5 157,661 13.8 287 0.2

うち補助費等 123,222 10.6 118,778 10.4 4,444 3.7

うち積立金 40,646 3.5 42,180 3.7 ▲ 1,534 ▲ 3.6

うち繰出金 110,058 9.4 111,315 9.8 ▲ 1,257 ▲ 1.1

歳  出  合  計 1,167,648 100.0 1,138,968 100.0 28,680 2.5

※数値は端数調整を行っているため、表内の計が合わない場合がある。

 (単位：百万円、％）

区　　　　     分 令和元年度 平成30年度

 

歳出の状況

歳出総額

１兆1,676億円

人件費

1,474億円

（12.6％）

扶助費

2,992億円

（25.6％）

公債費

1,041億円

（8.9％）普通建設事業費

1,489億円

（12.7％）

物件費

1,579億円

（13.5％）

補助費等

1,232億円

（10.6％）

積立金

406億円

（3.5％）

その他

180億円

（1.5％）

災害復旧事業費

183億円

（1.6％）

繰出金

1,101億円

（9.4％）

4



 

  性質別に見た歳出の状況は次のとおり。 

 

（１）義務的経費（人件費、扶助費及び公債費） 

人件費が減となったものの、扶助費及び公債費が増となったことにより、前年

度と比較して＋152 億円（＋2.8％）増加した。 

人件費は、前年度と比較して▲３億円（▲0.2％）減少した。 

扶助費は、幼児教育・保育の無償化等により、＋145 億円（＋5.1％）増加した。 

公債費は、臨時財政対策債や過疎対策事業債に係る元利償還金が増となったこ

と等により、＋10 億円（＋1.0％）増加した。 

 

 

（２）投資的経費（普通建設事業費及び災害復旧事業費） 

普通建設事業費、災害復旧事業費ともに増加したため、前年度と比較して  

＋122 億円（＋7.9％）増加した。 

普通建設事業費は、学校空調設備整備事業等の増加により補助事業費が＋92

億円（＋15.8％）の増となり、新庁舎建設事業等の増加により単独事業費が＋34

億円（＋4.7％）の増となったため、普通建設事業費全体としては＋120 億円（＋

8.8％）増加した。 

災害復旧事業費は、平成 30 年７月豪雨及び令和元年７月、８月大雨の発生に

伴い、前年度と比較して＋１億円（＋0.8％）増加した。 

 

 

（３）その他の経費（物件費、補助費等、積立金、繰出金及びその他） 

 補助費等は、一部事務組合負担金等の増により、前年度と比較して＋44 億円（＋

3.7％）増加した。 

   積立金は、ふるさと納税基金への積立等の減により、前年度と比較して▲15

億円（▲3.6％）減少した。 

   繰出金は、下水道会計への繰出額等の減により、前年度と比較して▲13 億円（▲

1.1％）減少した。 
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４ 経常収支比率の状況 

 

経常収支比率は、財政構造の弾力性を測定する指標で、人件費、扶助費、公債費

等の経常的な経費に充てる一般財源と、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経

常的に収入される一般財源等との比率である。 

令和元年度の経常収支比率（単純平均）は 93.2％で、前年度（93.0％）と比較し

て＋0.2 ポイント増加した。 

これは、分母である地方税等の経常一般財源等が＋14 億円（＋0.2％）の増となっ

たものの、分子である扶助費、補助費等等の経常的経費に充てた一般財源が＋67

億円（＋1.2％）増加したためである。 

  経常収支比率が 100％以上の市町村は１団体（前年度１団体）である。 

 

表４－１ 経常収支比率の推移 

87.7
88.9 89.7 89.7

91.5
89.6

92.0 92.3 93.0 93.2

85.0
87.0 86.9 86.5

88.1
86.3

88.7 89.6 90.4

65

70

75

80

85

90

95

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

経常収支比率 本県市町村

経常収支比率 全国市町村

(%)

 

（注）本県市町村分は政令市を除く市町村の単純平均、全国市町村分は政令市を含む単純平均 

 

表４－２ 経常収支比率の段階別市町村数 

区 分 70％未満 
70％以上 

80％未満 

80％以上 

90％未満 

90％以上 

100％未満 
100％以上 計 

市 0 0 5 21 1 27 

町 村 0 0 10 21 0 31 

計 0 0 15 42 1 58 

 

表４－３ 経常収支比率が 100％以上の市町村 

                                                                         (単位：％) 

団体名 経常収支比率 摘要 

田川市 101.3 
幼児教育・保育無償化の前倒し 

実施等に伴う扶助費の増 
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５ 地方債現在高及び積立金現在高の状況 

（１）地方債現在高 

令和元年度末の地方債現在高は、１兆 298 億円（うち臨時財政対策債 

4,211 億円）となった。 

臨時財政対策債が▲79 億円（▲1.8％）の減、臨時財政対策債以外の地方

債が＋165 億円（＋2.8％）の増となり、前年度末と比較して＋86 億円 

（＋0.8％）増加した。 

 

表５－１ 地方債年度末現在高の状況            （単位：百万円、％） 

区  分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 

市町村計 1,003,756 1,005,859 1,017,065 1,021,233 1,029,828 

増 減 率      2.7      0.2      1.1      0.4     0.8 

 

（２）積立金現在高 

令和元年度末の積立金の現在高は、4,366 億円となり、前年度末と比較して 

▲20 億円（▲0.5％）減少した。 

基金別にみると、財政調整基金の現在高は 1,502 億円（▲72 億円、 

  ▲4.6％）、減債基金の現在高は 475 億円（▲20 億円、▲4.1％）、その他特定目的

基金の現在高は 2,389 億円（＋72 億円、＋3.1％）となっている。 

 

表５－２ 積立金現在高の状況                （単位：百万円、％） 

区  分 財政調整基金 減債基金 特定目的基金 合  計 

令和元年度末    150,174     47,530     238,913  436,616  

平成30年度末 157,356  49,560  231,708  438,624  

増 減 額   ▲7,182  ▲2,030 7,205   ▲2,008  

増 減 率         ▲4.6             ▲4.1         3.1       ▲0.5 

 

表５－３ 地方債現在高・積立金現在高の状況 

 

3,456 3,709 3,974 4,162 4,174 4,268 4,316 4,381 4,386 4,366

9,841 9,634 9,593 9,655 9,772 10,038 10,059 10,171 10,212 10,298

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000
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9,000
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11,000

12,000
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６ 健全化判断比率の状況 

平成 19 年６月に公布された財政健全化法においては、地方公共団体の財政の健

全性に関する比率として、以下に示す４つの財政指標が健全化判断比率として定め

られている。 

これらの比率については、議会に報告し、公表することが義務付けられており、

また、健全化判断比率のいずれかが悪化し、早期健全化基準以上である場合には、

財政健全化計画を議会の議決を経て策定し、公表すること等が義務付けられている。 

令和元年度決算に基づく健全化判断比率（速報値）の状況は、次のとおりである。 

 

（１）実質赤字比率 

実質赤字比率は、一般会計等における歳出に対する歳入の不足額（実質赤字額）

を地方公共団体の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したも

のである。 

この比率が高くなる場合、その年度における歳入の、歳出に対する実質的な不

足額が増大し、歳入と歳出の不均衡が拡大していることになる。その解消には、

従来より多くの歳出削減策や歳入増加策が必要となるため、赤字の解消期間も長

期間にわたる可能性が高くなり、その団体の財政運営は困難な事態に陥る。 

令和元年度決算において、実質赤字額が生じた県内市町村はない。 

 

（２）連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は、地方公共団体のすべての会計の赤字額と黒字額を合算し

て算出された連結実質赤字額を、標準財政規模で除したものである。 

一般会計等が黒字であるにも関わらず、この比率が高くなっている場合、その

団体の会計のうち一部の会計において赤字額が増大しており、その団体全体の財

政運営において問題が生じていることを示している。 

令和元年度決算において、連結実質赤字額が生じた県内市町村はない。 

 

（３）実質公債費比率 

実質公債費比率は、地方公共団体の一般会計等の支出のうち、義務的経費であ

る公債費（地方債の元利償還金）や公債費に準じた経費（準元利償還金）を、標

準財政規模を基本とした額で除したものの３ヶ年の平均値である。 

公債費や公債費に準じた経費は、削減したり、先送りしたりすることができな

いものであり、一度増大すると短期間で削減することは困難となる。実質公債費

比率が高まると財政の弾力性が低下し、他の経費を節減しないと収支が悪化し、

赤字団体となる可能性が高まることとなる。 

県内市町村の実質公債費比率の平均（単純平均）は、起債の抑制、繰上償還の

実施及び既発債の償還終了等により実質的な公債費負担額が減少したことから、

前年度に比して 0.1 ポイント減の 6.4％となった。 

また、平成 25 年度以降、地方債の発行に際して許可が必要となる 18％以上と

なった市町村はない。 

 

 

 

 

8



表６－１ 実質公債費比率の推移 
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15.0
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本県市町村

全国市町村

(％)

 
（注）本県市町村分は政令市を除く市町村の単純平均、全国市町村分は政令市を含む単純平均 

 

（４）将来負担比率 

将来負担比率は、地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することになって

いる実質的な負債に当たる額（将来負担額）を把握し、この将来負担額から負債

の償還に充てることができる基金等を控除の上、標準財政規模を基本とした額で

除したものである。 

将来負担額は、地方公共団体が発行した地方債残高のうち一般会計等が負担す

ることになるものに限らず、土地開発公社や損失補償を付した第三セクターの負

債等も含め、決算年度末時点において想定される地方公共団体の将来負担を把握

するものである。 

将来負担比率が高いほど、当該団体の一般財源規模に比べて将来負担額が大き

いということであり、今後、公債費の増大等により財政運営が圧迫されるなど、

問題が生じる可能性が高くなる。 

県内市町村の将来負担比率の平均（単純平均）は、地方債の新規発行等による

地方債現在高の増加や充当可能基金の減少等により、実質的な将来負担額が増加

したことから、前年度に比して 1.2 ポイント増の 20.0％となった。 

 

表６－２ 将来負担比率の推移 
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（注）本県市町村分は政令市を除く市町村の単純平均、全国市町村分は政令市を含む単純平均 
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７ まとめ 

 

令和元年度の県内市町村（政令市を除く）の決算は、歳入、歳出ともに平成 29 

年度以降３年連続で増加し、過去最大の規模となった。 

実質収支が赤字となった市町村はないが、経常収支比率は平成 28 年度以降４年

連続で上昇し、42 市町において経常収支比率が 90％を超え、そのうち１市におい

て 100％を超えており、依然として財政構造は硬直化が進んでいる。 

市町村においては、地方創生の推進や公共施設等の老朽化対策などの課題に取り

組みつつ、滞納整理等による税の徴収対策の強化、未利用財産の売払いなどによる

歳入の確保、事務事業の見直しや組織の簡素効率化などによる歳出の削減を進める

とともに、統一的な基準による地方公会計の活用や公共施設等の適正管理の推進な

どにより、財政の透明性、予見可能性を高め、中長期的視点に立った計画的な財政

運営を行うことが求められる。 
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9
,
8
8
7

1
2
8
,
1
2
0

2
,
7
4
4
,
1
4
6

4
,
7
8
2
,
1
5
3

東
 
峰

 
村

5
,
2
5
2
,
2
0
8

5
,
0
3
0
,
8
0
0

2
2
1
,
4
0
8

9
1
,
8
9
3

△
 
9
,
1
9
6

1
,
3
9
8
,
8
3
9

0
.
1
3

-
-

5
.
9

-
8
5
.
6

3
,
5
1
5
,
1
4
8

1
,
1
4
1
,
0
0
7

1
2
7
,
5
4
8

2
,
2
3
4
,
7
0
8

3
,
5
0
3
,
2
6
3

大
刀

洗
町

9
,
0
5
3
,
1
6
0

8
,
4
3
9
,
9
9
6

6
1
3
,
1
6
4

3
4
1
,
3
0
8

△
 
9
0
,
2
8
3

3
,
7
9
0
,
8
6
0

0
.
4
8

-
-

6
.
8

-
8
3
.
1

4
,
8
8
0
,
9
3
3

1
,
3
6
9
,
5
0
1

5
7
1
,
1
7
4

2
,
4
2
1
,
1
8
3

4
,
3
6
1
,
8
5
8

大
 
木

 
町

6
,
2
2
9
,
0
5
6

5
,
8
0
9
,
9
9
9

4
1
9
,
0
5
7

2
5
4
,
6
5
9

3
1
,
0
5
7

3
,
2
4
4
,
5
1
6

0
.
5
2

-
-

7
.
8

-
8
7
.
3

4
,
8
7
3
,
4
3
4

1
,
9
3
2
,
0
0
0

3
1
5
,
0
0
0

1
,
4
8
6
,
4
4
0

3
,
7
3
3
,
4
4
0

広
 
川

 
町

7
,
9
8
5
,
8
6
4

7
,
7
1
4
,
9
7
6

2
7
0
,
8
8
8

9
8
,
3
6
5

△
 
9
3
,
6
1
1

4
,
5
1
4
,
1
6
9

0
.
6
4

-
-

8
.
0

2
0
.
8

9
4
.
9

7
,
0
6
8
,
1
8
8

1
,
7
7
7
,
7
4
0

2
0
1
,
3
0
5

1
,
3
9
5
,
1
8
3

3
,
3
7
4
,
2
2
8

香
 
春

 
町

6
,
2
2
7
,
6
9
5

5
,
8
4
2
,
3
1
9

3
8
5
,
3
7
6

3
5
6
,
0
7
0

3
3
,
7
0
2

3
,
0
9
9
,
1
5
8

0
.
3
3

-
-

3
.
6

-
9
0
.
0

4
,
5
1
2
,
7
4
2

1
,
1
6
0
,
4
9
2

5
6
2
,
7
7
0

2
,
2
9
7
,
1
3
7

4
,
0
2
0
,
3
9
9

添
 
田

 
町

7
,
4
4
7
,
2
5
1

7
,
0
4
7
,
8
4
9

3
9
9
,
4
0
2

3
1
5
,
9
2
9

1
7
2
,
8
8
6

3
,
4
8
5
,
7
0
2

0
.
2
3

-
-

4
.
1

-
9
9
.
2

6
,
1
4
9
,
9
8
1

3
,
2
7
9
,
9
1
2

3
1
4
,
4
5
0

1
,
0
0
6
,
5
1
6

4
,
6
0
0
,
8
7
8

糸
 
田

 
町

6
,
1
1
1
,
8
4
4

5
,
6
8
7
,
5
0
2

4
2
4
,
3
4
2

3
9
8
,
9
8
6

1
0
8
,
7
4
9

2
,
7
2
1
,
9
5
4

0
.
2
3

-
-

4
.
8

-
9
5
.
9

4
,
8
9
7
,
5
4
1

1
,
4
0
0
,
0
2
0

1
,
2
7
7
,
5
9
8

2
,
8
4
5
,
4
2
0

5
,
5
2
3
,
0
3
8

川
 
崎

 
町

1
2
,
4
6
9
,
9
0
1

1
2
,
4
0
1
,
4
5
9

6
8
,
4
4
2

3
9
,
3
3
2

△
 
3
0
7
,
1
3
9

4
,
8
7
3
,
2
5
2

0
.
3
1

-
-

8
.
6

7
4
.
3

9
7
.
4

1
4
,
1
7
3
,
6
6
2

1
,
0
5
4
,
4
0
9

2
9
9
,
3
5
7

1
,
4
1
0
,
6
7
3

2
,
7
6
4
,
4
3
9

大
 
任

 
町

1
1
,
2
0
5
,
3
7
1

1
0
,
5
2
7
,
5
5
5

6
7
7
,
8
1
6

4
9
5
,
8
8
7

△
 
3
3
,
0
6
0

2
,
4
0
0
,
4
8
0

0
.
2
0

-
-

1
7
.
7

7
4
.
4

9
6
.
4

1
7
,
2
9
4
,
3
7
6

1
,
0
2
2
,
6
0
4

4
5
3
,
0
7
0

1
,
7
0
1
,
0
0
3

3
,
1
7
6
,
6
7
7

赤
 
 
 
 
村

3
,
1
6
3
,
7
9
8

3
,
1
3
2
,
9
7
5

3
0
,
8
2
3

2
7
,
6
7
5

△
 
1
0
,
5
7
9

1
,
4
2
2
,
2
1
1

0
.
1
7

-
-

△
 
5
.
2

-
8
6
.
4

2
,
7
7
0
,
5
0
9

8
1
6
,
3
0
5

1
,
6
8
4
,
9
1
5

1
,
9
7
7
,
1
3
1

4
,
4
7
8
,
3
5
1

福
 
智

 
町

1
8
,
5
2
8
,
8
8
4

1
7
,
0
7
0
,
6
8
9

1
,
4
5
8
,
1
9
5

7
6
4
,
9
7
8

2
5
9
,
1
2
8

7
,
0
8
9
,
4
0
2

0
.
2
7

-
-

3
.
9

-
9
5
.
1

2
0
,
9
4
7
,
0
6
5

1
,
1
6
5
,
7
6
4

5
,
4
0
8
,
7
7
9

1
1
,
3
0
0
,
1
0
1

1
7
,
8
7
4
,
6
4
4

苅
 
田

 
町

1
4
,
7
7
1
,
4
6
5

1
3
,
9
8
2
,
8
7
2

7
8
8
,
5
9
3

6
6
4
,
8
8
5

△
 
7
5
,
8
2
3

9
,
3
3
8
,
4
2
5

1
.
2
5

-
-

1
0
.
2

4
3
.
3

8
4
.
1

9
,
7
5
9
,
4
2
4

4
,
0
0
2
,
5
5
1

3
9
,
1
0
3

2
,
3
1
0
,
2
6
1

6
,
3
5
1
,
9
1
5

み
や

こ
町

1
2
,
6
9
6
,
5
3
9

1
2
,
0
3
4
,
3
8
7

6
6
2
,
1
5
2

5
3
3
,
0
0
3

△
 
1
6
7
,
9
3
5

6
,
5
9
4
,
9
5
4

0
.
3
7

-
-

4
.
6

-
8
7
.
9

1
1
,
0
0
2
,
0
7
2

3
,
1
8
6
,
6
5
4

3
9
9
,
5
7
1

9
,
8
0
2
,
7
5
8

1
3
,
3
8
8
,
9
8
3

吉
 
富

 
町

3
,
6
7
5
,
3
3
4

3
,
3
4
1
,
0
7
4

3
3
4
,
2
6
0

3
1
8
,
8
0
3

4
5
,
2
8
2

2
,
0
9
5
,
4
9
3

0
.
4
2

-
-

8
.
5

1
5
.
2

8
6
.
4

3
,
3
9
0
,
4
9
0

1
,
0
6
3
,
1
8
0

3
5
0
,
4
9
3

8
0
4
,
3
6
7

2
,
2
1
8
,
0
4
0

上
 
毛

 
町

5
,
3
6
9
,
5
9
0

4
,
9
9
6
,
9
6
5

3
7
2
,
6
2
5

3
4
0
,
2
0
7

5
3
,
8
6
5

3
,
0
1
1
,
2
0
8

0
.
2
9

-
-

△
 
1
.
5

-
8
2
.
2

2
,
5
5
9
,
6
8
9

2
,
2
6
3
,
3
5
6

1
,
2
9
1
,
2
7
3

5
,
8
1
7
,
6
6
2

9
,
3
7
2
,
2
9
1

築
 
上

 
町

1
2
,
9
5
6
,
1
3
6

1
2
,
1
6
4
,
6
6
0

7
9
1
,
4
7
6

6
5
5
,
9
7
1

△
 
3
2
1
,
6
1
5

5
,
6
6
5
,
9
9
6

0
.
3
4

-
-

8
.
0

3
0
.
5

9
8
.
4

1
1
,
1
8
9
,
9
3
1

1
,
7
4
9
,
1
3
5

1
,
0
9
2
,
0
3
4

3
,
7
1
1
,
6
5
5

6
,
5
5
2
,
8
2
4

２
政
令
市
計

1
,
4
3
7
,
0
0
8
,
8
3
6

1
,
4
1
8
,
7
7
2
,
3
1
5

1
8
,
2
3
6
,
5
2
1

1
1
,
4
6
6
,
7
6
4

△
 
4
0
2
,
3
4
3

7
0
0
,
8
5
1
,
7
0
2

0
.
8
0

1
0
.
1

1
4
1
.
6

9
6
.
3

2
,
2
0
7
,
7
8
5
,
0
4
1

4
2
,
1
8
8
,
9
5
1

1
7
,
5
6
1
,
8
0
1

4
7
,
1
8
2
,
1
3
5

1
0
6
,
9
3
2
,
8
8
7

２
７
市
計

9
0
6
,
9
3
8
,
8
8
6

8
8
5
,
2
9
6
,
1
3
2

2
1
,
6
4
2
,
7
5
4

1
5
,
7
6
1
,
5
0
4

3
5
9
,
0
9
1

4
5
2
,
0
4
4
,
4
8
6

0
.
5
8

6
.
0

1
5
.
7

9
4
.
4

7
6
8
,
7
6
4
,
2
6
2

9
8
,
4
2
7
,
5
1
7

2
8
,
8
3
5
,
3
7
6

1
6
1
,
2
1
1
,
6
2
7

2
8
8
,
4
7
4
,
5
2
0

３
１
町
村
計

2
9
5
,
4
6
9
,
2
6
8

2
8
2
,
3
5
2
,
2
0
1

1
3
,
1
1
7
,
0
6
7

9
,
7
2
4
,
6
1
9

△
 
4
9
0
,
3
0
0

1
4
8
,
1
3
6
,
9
0
7

0
.
4
9

6
.
8

2
3
.
8

9
2
.
2

2
6
1
,
0
6
4
,
0
0
5

5
1
,
7
4
6
,
2
5
0

1
8
,
6
9
4
,
3
2
0

7
7
,
7
0
1
,
3
8
4

1
4
8
,
1
4
1
,
9
5
4

６
０
市
町
村
計

2
,
6
3
9
,
4
1
6
,
9
9
0

2
,
5
8
6
,
4
2
0
,
6
4
8

5
2
,
9
9
6
,
3
4
2

3
6
,
9
5
2
,
8
8
7

△
 
5
3
3
,
5
5
2

1
,
3
0
1
,
0
3
3
,
0
9
5

0
.
5
4

6
.
6

2
4
.
1

9
3
.
3

3
,
2
3
7
,
6
1
3
,
3
0
8

1
9
2
,
3
6
2
,
7
1
8

6
5
,
0
9
1
,
4
9
7

2
8
6
,
0
9
5
,
1
4
6

5
4
3
,
5
4
9
,
3
6
1

５
８
市
町
村
計

1
,
2
0
2
,
4
0
8
,
1
5
4

1
,
1
6
7
,
6
4
8
,
3
3
3

3
4
,
7
5
9
,
8
2
1

2
5
,
4
8
6
,
1
2
3

△
 
1
3
1
,
2
0
9

6
0
0
,
1
8
1
,
3
9
3

0
.
5
3

6
.
4

2
0
.
0

9
3
.
2

1
,
0
2
9
,
8
2
8
,
2
6
7

1
5
0
,
1
7
3
,
7
6
7

4
7
,
5
2
9
,
6
9
6

2
3
8
,
9
1
3
,
0
1
1

4
3
6
,
6
1
6
,
4
7
4

（
注

）
　

標
準

財
政

規
模

は
臨

時
財

政
対

策
債

発
行

可
能

額
を

含
む

。
単

純
平

均

　
　

　
　

本
表

は
速

報
値

で
あ

り
、

精
査

の
結

果
数

値
が

異
動

す
る

こ
と

が
あ

る
。
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経
常
収
支
比
率
が
１
０
０
％
を
超
え
た
市
町
村
の
推
移

年
度

昭
和

５
０

昭
和

５
１

昭
和

５
２

昭
和

５
３

昭
和

５
４

昭
和

５
５

昭
和

５
６

昭
和

５
７

昭
和

５
８

昭
和

５
９

昭
和

６
２

昭
和

６
３

平
成

１
０

平
成

１
４

平
成

１
５

平
成

１
６

平
成

１
７

平
成

１
８

平
成

１
９

平
成

２
０

平
成

２
１

平
成

２
４

平
成

２
５

平
成

２
６

～
平

成
２

９
平

成
３

０
令

和
元

 飯
塚

市
(1

0
5
.7

%
)

 中
間

市
(1

0
3
.6

%
)

 芦
屋

町
(1

0
6
.3

%
)

 芦
屋

町
(1

0
3
.3

%
)

 金
田

町
(1

0
2
.8

%
)

 香
春

町
(1

0
1
.4

%
)

 金
田

町
(1

1
2
.4

%
)

 甘
木

市
(1

0
1
.1

%
)

 直
方

市
(1

0
2
.9

%
)

 頴
田

町
(1

0
0
.7

%
)

 大
任

町
(1

0
2
.3

%
)

 赤
池

町
(1

0
2
.0

%
)

 芦
屋

町
(1

0
5
.8

%
)

 芦
屋

町
(1

0
0
.9

%
)

 山
田

市
(1

0
7
.6

%
)

 山
田

市
(1

1
2
.1

%
)

 飯
塚

市
(1

0
1
.8

%
)

大
牟

田
市

(1
0
1
.5

%
)

直
方

市
(1

0
3
.7

%
)

直
方

市
(1

0
1
.1

%
)

宮
若

市
(1

0
3
.2

%
)

 大
任

町
(1

0
0
.9

%
)

苅
田

町
(1

0
0
.3

%
)

大
任

町
（
1
0
0
.8

%
）

田
川

市
（
1
0
1
.3

%
）

 柳
川

市
(1

0
3
.8

%
)

 芦
屋

町
(1

1
8
.7

%
)

 碓
井

町
(1

0
3
.8

%
)

 碓
井

町
(1

0
2
.8

%
)

 赤
池

町
(1

1
5
.0

%
)

 金
田

町
(1

1
9
.6

%
)

 赤
池

町
(1

0
4
.8

%
)

 大
任

町
(1

0
0
.7

%
)

 赤
池

町
(1

0
2
.9

%
)

 稲
築

町
(1

0
3
.0

%
)

 芦
屋

町
(1

0
5
.8

%
)

 芦
屋

町
(1

0
6
.5

%
)

 宮
若

市
(1

0
4
.7

%
)

 中
間

市
(1

0
2
.2

%
)

 飯
塚

市
(1

0
1
.1

%
)

 飯
塚

市
(1

0
1
.4

%
)

 嘉
麻

市
(1

0
1
.1

%
)

 山
田

市
(1

0
2
.2

%
)

 碓
井

町
(1

0
1
.6

%
)

 赤
池

町
(1

0
4
.9

%
)

 方
城

町
(1

0
1
.5

%
)

 赤
池

町
(1

1
2
.4

%
)

 方
城

町
(1

0
7
.5

%
)

 大
任

町
(1

0
9
.8

%
)

 頴
田

町
(1

0
0
.8

%
)

 稲
築

町
(1

0
3
.9

%
)

 桂
川

町
(1

0
0
.4

%
)

 嘉
麻

市
(1

1
1
.3

%
)

太
宰

府
市

(1
0
0
.9

%
)

春
日

市
(1

0
1
.2

%
)

田
川

市
(1

0
1
.7

%
)

大
任

町
(1

0
1
.1

%
)

 大
川

市
(1

0
0
.1

%
)

 方
城

町
(1

0
1
.3

%
)

 方
城

町
(1

1
3
.8

%
)

 大
任

町
(1

0
4
.2

%
)

 添
田

町
(1

0
0
.0

%
)

 頴
田

町
(1

0
2
.7

%
)

 稲
築

町
(1

1
2
.0

%
)

 芦
屋

町
(1

0
5
.6

%
)

 嘉
麻

市
(1

0
5
.9

%
)

 嘉
麻

市
(1

0
1
.2

%
)

春
日

市
(1

0
1
.1

%
)

 行
橋

市
(1

0
9
.0

%
)

 犀
川

町
(1

0
0
.1

%
)

 桂
川

町
(1

0
2
.2

%
)

 碓
井

町
(1

0
8
.0

%
)

 東
峰

村
(1

0
2
.8

%
)

 小
竹

町
(1

0
0
.2

%
)

 芦
屋

町
(1

0
3
.5

%
)

 添
田

町
(1

0
2
.9

%
)

 中
間

市
(1

1
7
.5

%
)

 添
田

町
(1

0
1
.9

%
)

 筑
穂

町
(1

0
9
.1

%
)

 上
陽

町
(1

0
1
.1

%
)

 桂
川

町
(1

0
1
.1

%
)

 桂
川

町
(1

0
2
.1

%
)

 糸
田

町
(1

0
0
.8

%
)

 芦
屋

町
(1

3
2
.4

%
)

小
石

原
村

(1
0
1
.3

%
)

 穂
波

町
(1

0
0
.7

%
)

 添
田

町
(1

0
5
.9

%
)

 東
峰

村
(1

0
1
.7

%
)

 東
峰

村
(1

0
0
.2

%
)

川
崎

町
(1

0
0
.2

%
)

 水
巻

町
(1

0
0
.3

%
)

宝
珠

山
村

(1
0
0
.4

%
)

 庄
内

町
(1

0
5
.9

%
)

 糸
田

町
(1

0
0
.7

%
)

 添
田

町
(1

0
4
.5

%
)

 矢
部

村
(1

0
0
.2

%
)

 大
任

町
(1

0
0
.9

%
)

 碓
井

町
(1

1
8
.3

%
)

 頴
田

町
(1

0
5
.7

%
)

 大
任

町
(1

0
1
.7

%
)

 福
智

町
(1

0
0
.7

%
)

 添
田

町
(1

0
9
.3

%
)

 福
智

町
(1

0
0
.0

%
)

 香
春

町
(1

1
1
.5

%
)

 東
峰

村
(1

0
4
.6

%
)

 福
智

町
(1

0
1
.5

%
)

み
や

こ
町

(1
0
3
.1

%
)

 糸
田

町
(1

0
3
.8

%
)

 金
田

町
(1

0
6
.6

%
)

 添
田

町
(1

0
6
.3

%
)

み
や

こ
町

(1
0
3
.2

%
)

 築
上

町
(1

0
5
.0

%
)

川
崎

町
(1

0
0
.8

%
)

 糸
田

町
(1

0
2
.3

%
)

 糸
田

町
(1

0
1
.8

%
)

 大
任

町
(1

0
1
.0

%
)

 川
崎

町
(1

0
0
.5

%
)

 方
城

町
(1

0
2
.5

%
)

 福
智

町
(1

0
4
.0

%
)

 赤
池

町
(1

1
4
.3

%
)

 豊
津

町
(1

0
1
.0

%
)

み
や

こ
町

(1
0
0
.3

%
)

 方
城

町
(1

2
5
.4

%
)

 築
城

町
(1

0
5
.6

%
)

 築
上

町
(1

0
2
.6

%
)

 大
任

町
(1

1
2
.2

%
)

 赤
  

村
(1

0
4
.8

%
)

 犀
川

町
(1

1
9
.1

%
)

※
芦

屋
町

は
、

公
営

競
技

施
行

団
体

で
あ

る
た

め
、

経
常

収
支

比
率

が
特

異
な

数
値

を
示

す
場

合
が

あ
る

。

市 町 村 名

該 当 な し
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S
5
4

S
5
5

S
5
6

S
5
7

S
5
8

S
5
9

S
6
0

S
6
1

S
6
2

S
6
3

H
1

H
2

H
3

H
4

H
5

H
6

H
7

H
8

H
9

H
1
0

H
1
1

H
1
2

H
1
3

H
1
4

H
1
5

H
1
6

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

～
R
1

9
1
2

1
3

1
0

1
0

1
3

1
3

1
3

8
8

7
7

4
3

3
3

3
3

4
3

2
1

2
2

2
1

1
1

1
1

1
0

0

数
6

8
1
0

9
9

1
1

1
1

1
1

7
7

6
6

4
3

3
3

3
3

4
3

2
1

2
2

2
1

1
1

1
1

1
0

0

大
牟
田
市

大
牟
田
市

大
牟
田
市

直
方
市

山
田
市

中
間
市

宮
田
町

宮
田
町

若
宮
町

若
宮
町

頴
田
町

再
建

香
春
町

再
建

金
田
町

糸
田
町

川
崎
町

再
建

赤
池
町

再
建

方
城
町

大
任
町

（
注
）
「
赤
字
団
体
」
と
は
当
該
年
度
の
実
質
収
支
が
赤
字
の
も
の
。
「
再
建
」
は
当
該
団
体
が
準
用
再
建
団
体
で
あ
っ
た
時
期
を
示
す
。

年
　
度

団
体
数  団 体 名

 赤 字 団 体 の う ち 産 炭 地 市 町 村

福
岡
県
内
の
市
町
村
に
お
け
る
赤
字
団
体
の
状
況
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財 政 用 語 解 説  

 

 用    語          見         方      算     式 

 実質収支  決算収支を表わすもので、実質的な黒字、赤字の額を示す。 

 一定の黒字を出すことが財政運営の基本であり、後年度の財源 

調整の範囲内の適度な剰余が望ましいとされる。 

(歳入－歳出)－翌年度へ繰越すべき財 

源 

 単 年 度 

 収    支 

 実質収支が、前年度以前からの収支の累積であるのに対し、単 

年度収支は、当該年度と前年度の実質収支の差額。 

 黒字であれば、その分新たな剰余が発生、又は赤字が縮小した 

ことになる。 

当該年度実質収支－前年度実質収支 

 標準財政 

 規    模 

 当該団体の一般財源の標準規模を示した額であり、当該地方公 

共団体の普通交付税算定における標準税収入額と譲与税等に普通 

交付税及び臨時財政対策債発行可能額を加算した額。 

｛（基準財政収入額－市町村民税所得 

割に係る税源移譲相当額の２５％－各

種譲与税－交通安全対策特別交付金等※

－地方消費税交付金に係る引き上げ分

の２５％)×１００／７５＋各種譲与税

＋交通安全対策特別交付金等※}＋普通

交付税＋臨時財政対策債発行可能額 

 財 政 力 

 指    数 

  当該団体の財政力を表わす指標で、｢１｣に近く、さらに｢１｣を 

超えるほど財源に余裕があるとされる。 

基準財政収入額／基準財政需要額 

の３カ年の数値の平均 

 経常収支 

 比  率 

  財政構造の弾力性を測定する指標で、人件費、扶助費、公債費 

等の経常的な経費に充てる一般財源と、地方税、普通交付税、地 

方譲与税等の経常一般財源との比率。 

  この比率が低いほど、普通建設事業費等の臨時的経費に充当で 

きる一般財源に余裕があり、財政構造が弾力性に富んでいること 

になる。 

｛経常経費充当の一般財源の額／（経 

常一般財源の総額＋減収補てん債特例 

分＋臨時財政対策債）｝×１００（％） 

  ※政令市のみ分離課税所得割交付金、道府県民税所得割臨時交付金を含む。 

 

 用   語                内               容 

 普通会計  地方自治法等の法律によって規定されているものではなく、地方財政統計上統一的に用いられる会計区

分であり、一般会計と、公営事業会計以外の特別会計を総合して一つの会計としてまとめたもの。 

 一般財源 

    と 

 特定財源 

 一般財源とは、使途が特定されずどのような経費にも使用できるものをいい、特定財源とは使途が特定

されるものをいう。 

 一般財源が多いほど行政運営の自主性が確保され、地域の実態に即応した行政の展開が可能となる。 

 前者は、地方税、地方譲与税、地方交付税などが代表的であり、後者は、国庫(県)支出金、地方債、 

分担金及び負担金などが代表的である。 

 自主財源 

    と 

 依存財源 

 自主財源とは、自主的に収入しうる財源をいい、依存財源とは、国(県)の決定により交付されたり、割

り当てられたりする収入をいう。 

 自主財源が多いほど、行政活動の自主性と安定性が確保される。 

  前者は、地方税、分担金及び負担金、使用料などが代表的であり、後者は、地方交付税、国庫(県)支出

金、地方債などが代表的である。 

義務的経費  歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減することが困難な経費をいい、極めて硬直性の高い経

費である。 

 通常、人件費、扶助費、公債費の総体をいう。 

投資的経費  歳出のうち、その支出の効果が資本形成に向けられるものをいう。 

 通常、普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費の総体をいう。 

 臨時財政 

 対 策 債 

  地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第５条の特例と

して認められた地方債をいい、地方財政法第３３条の５の２の規定に基づき、平成１３年度から令和４年

度までの間に限り、発行される。 

 地方交付税制度を通じて標準的に保障されるべき地方一般財源の規模を示す各地方公共団体の基準財

政需要額を基本に、団体ごとの発行可能額が算定される。 
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①　実質赤字比率

一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率

算出方法

【基準】

　早期健全化基準　標準財政規模に応じ11.25～15％

　財政再生基準　20％

②　連結実質赤字比率

全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率

算出方法

【基準】

　早期健全化基準　標準財政規模に応じ16.25～20％

　財政再生基準　30％

③　実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率

算出方法

【基準】

　早期健全化基準　25％

　財政再生基準　35％

※　準元利償還金　

　　　一般会計等から他会計への繰出金のうち公営企業債の償還に充てたもの、一部事務組合への

　　負担金のうち組合が起こした地方債の償還に充てたものなど、公債費に準じた経費

④　将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率

算出方法

【基準】

　早期健全化基準　350％(政令市は400％）

※　将来負担額
　　　地方債残高、債務負担行為に基づく支出予定額、退職手当支給予定額など、一般会計等が
　　将来負担すべき実質的な負債

⑤　資金不足比率

公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率

算出方法

【基準】

　経営健全化基準　20％

令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

参　考

　（地方債の元利償還金＋準元利償還金）

一般会計等の実質赤字額

標準財政規模

連結（一般会計等＋公営事業会計(公営企業会計を含む)）実質赤字額

標準財政規模

事業の規模

　　　　　　　　　　＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

　　　－(特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

標準財政規模－(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)

　将来負担額－(充当可能基金額＋特定財源見込額

資金の不足額
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